
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自助とは・・・災害時に自分自身や家族、財産を守ること 

共助とは・・・地域の人が互いに助け合うこと 

公助とは・・・行政機関が行う災害支援活動 
 

栃 木 市 



訓練の目的は 

 

 
訓練の想定は 

 

 

 

 

 

 

主な訓練の内容は 

 

 

 

 

 

 

 

訓練に参加するには 

 

 

訓練の問い合わせは 

昨年発生した東日本大震災や阪神淡路大震災を教訓として、防災関係機関

及び自治会が相互に緊密な連携を図りながら、より実践的な訓練を実施する

ことにより、災害時の被害拡大を防ぐことを目的として行います。 

平成２５年２月１７日、午前９時頃栃木市の北部地

域を震源とする深さ１５㎞でマグニチュード８.０の

地震が発生し、西方地域では、震度７を観測したほか、

市内各地域においても震度６強を観測するなど西方地

域を中心に家屋の倒壊や道路、水道、電気などライフ

ラインにも甚大な被害が発生したことを想定して行い

ます。 

・自治会による避難訓練、応急救護訓練、救出搬送訓練、初期消火訓練 

・消防団員による広報訓練、救出搬送訓練、中継送水訓練 

・婦人防火クラブ、日赤奉仕団による非常食等の炊き出し訓練(調理後に配給) 

・防災ヘリコプター「おおるり」による救助訓練 

・各種体験（救急法、煙中体験、起震車体験、避難所体験、はしご車、 

緊急消防援助隊後方支援車展示、東日本大震災活動写真展示等） 

・ご自身が所属する自治会の自治会長にご連絡を
お願いいたします。 

栃木市役所 西方総合支所 
地域まちづくり課 総務消防担当 
☎９２－０３０１（直通） 


